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国民健康保険税について
こくみんけんこうほけんぜい

【概 要】
がい よう

日本では、安心して医療を受けられるように、すべての人が公的医療保険に加入することになっています。こ
にほん あんしん いりょう う ひと こうてきいりょうほけん かにゅう

れを国民皆保険制度と言います。国民健康保険はそうした保険のうちのひとつで、会社の健康保険（社会保険）
こくみんかいほけんせいど い こくみんけんこうほけん ほけん かいしゃ けんこうほけん しゃかいほけん

などに入っていない人が加入します。
はい ひと かにゅう

医療機関の窓口で資格確認書等を提示すると、３割（７０歳以上の場合は原則２割）の自己負担で医療機関
いりょうきかん まどぐち しかくかくにんしょとう ていじ わり さいいじょう ばあい げんそく わり じ こ ふたん いりょうきかん

にかかることが出来ます。残りの７割（または８割）は、国・県・市の公費のほか、国民健康保険税として加入
で き のこ わり わり くに けん し こうひ こくみんけんこうほけんぜい かにゅう

している皆さんで少しずつ負担しています。安心して医療を受けられる環境を維持するために、国民健康
みな すこ ふたん あんしん いりょう う かんきょう い じ こくみんけんこう

保険税は決められた納期内に納付してください。
ほけんぜい き のうきない のうふ

【納税義務者】
のうぜいぎ む し ゃ

国民健康保険に加入している方がいる世帯の世帯主を納税義務者として課税します。世帯主が、何の健康保険
こくみんけんこうほけん かにゅう かた せたい せたいぬし のうぜいぎ む し ゃ かぜい せたいぬし なん けんこうほけん

に加入しているかは関係ありません。
かにゅう かんけい

【賦課期日と月割課税】
ふ か きじつ つきわりかぜい

１ 賦課期日 その年度の４月１日
ふ か きじつ ねんど がつ にち

２ 月割課税 賦課期日（４月１日）後に国民健康保険への加入、離脱及び異動（出 生・死亡・転入・
つきわりかぜい ふ か きじつ がつ にち ご こくみんけんこうほけん かにゅう りだつおよ いどう しゅっしょう しぼう てんにゅう

転出・他保険加入・他保険離脱など）があった場合、月末に資格がある分だけの月割課税となり、加入
てんしゅつ た ほけんかにゅう た ほけんりだつ ばあい げつまつ しかく ぶん つきわりかぜい かにゅう

していた期間だけ課税されます。
きかん かぜい

【税額や納税通知書について】
ぜいがく のうぜいつうちしょ

税額は、世帯内の加入者の人数や加入者一人一人の前年の所得をもとに決められますので、世帯の状 況に
ぜいがく せたいない かにゅうしゃ にんずう かにゅうしゃひとりひとり ぜんねん しょとく き せたい じょうきょう

よって異なります。毎年度、７月中 旬に当初の通知書を、それ以降は原則として手続きした翌月に通知書
こと まいねんど がつちゅうじゅん とうしょ つうちしょ いこう げんそく てつづ よくげつ つうちしょ
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（変更通知など）を送付します。納め方は原則として、７月から翌年２月までの８回で納めていただきます。
へんこうつうち そうふ おさ かた げんそく がつ よくとし がつ かい おさ

加入手続きが遅れると、さかのぼって国民健康保険税が課税されます。一度に多額の納税の必要に迫られる
かにゅうてつづ おく こくみんけんこうほけんぜい かぜい いちど たがく のうぜい ひつよう せま

事態につながりますので、会社を退職して社会保険を抜けた場合などは速やかに加入手続きをしてください。
じたい かいしゃ たいしょく しゃかいほけん ぬ ばあい すみ かにゅうてつづ

また滞納があると、在留資格の更新に支障が出る場合がありますのでご注意ください。
たいのう ざいりゅうしかく こうしん ししょう で ばあい ちゅうい

【納付方法】
のうふほうほう

納付方法は、納付書を使ってコンビニや銀行・市役所収納課等で支払う方法と、銀行口座からの振替と、
のうふほうほう のうふしょ つか こ ん び に ぎんこう しやくしょしゅうのうかとう しはら ほうほう ぎんこうこうざ ふりかえ

公的年金からの天引き（いくつかの条件に合致する場合のみ）があります。市役所では、納め忘れのなく便利
こうてきねんきん てんび じょうけん がっち ばあい しやくしょ おさ わす べんり

な口座振替をお薦めしています。口座振替の手続きは、取引銀行のほか市役所（国民健康保険課および収納課）
こうざふりかえ すす こうざふりかえ てつづ とりひきぎんこう しやくしょ こくみんけんこうほ け ん か しゅうのうか

でもできます。市役所にキャッシュカードと在留カード等の本人確認書類をお持ちいただければ、簡単に手続
しやくしょ き ゃ っ し ゅ か ー ど ざいりゅう か ー ど とう ほんにんかくにんしょるい も かんたん てつづ

きできますのでご利用ください。
りよう

※詳しくは国民健康保険課（１階１６番窓口）TEL ０２７６－４７－１９６６へお問い合わせください。
くわ こくみんけんこうほ け ん か かい ばんまどぐち と あ


